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【補正の内容】
【０１２１】
　次に、制御部１１は、図２１に示すように、Ｓ１９８で検出した蓄電残量が、Ｓ１９７
で演算した読出用蓄電量以上であるか否かを判定する（Ｓ２１１）。
　蓄電残量＜読出用蓄電量である場合（Ｓ２１１でＮＯ）、蓄積データの収集は続行でき
ない可能性がある。しかしながら、例えば収集対象のＥＣＵ３の他に光源装置又は空気調
和機等も作動しており、これらの作動に伴う蓄電器５１の電圧の大幅な変動によって、蓄
電残量が読出用蓄電量未満であると誤って判定された可能性もある。
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